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経済学研究 41-4
北 海 道 大 学 1992.3

官庁統計データによる所得分配の分析

一一主として申告所得者の所得分配状況一一

山口忠利

1.はじめに

本論の考察は，経済企画庁 (5)1975年の「わ

が国の所得分配は，高度成長期においてその平

等化を推進してきている。ジニ係数でみると日

本のそれは，オーストラリア，カナダ，英国，

そして米国よりも低くなっている。」という発表

が契機になっている。ジニ係数は，その値が小

さいほど，所得分配の不平等の度合いが低いと

されている。経済企画庁の計算では， 1960年頃

まで0.3，1970年には0.25に低下したとしている。

この数値は， 1970年のオーストラリアが0.3571，

カナダ、の0.3574，英国の0.3454(1967年)，米国

の0.3772と比較しでも分配の平等化が進んで、き

たことをうかがわせる(各国の数値はいずれも

推定値)。しかし発表の数値の基礎データは何か。

源泉所得データ，申告所得データ(この場合農

林漁業者，自営業者などが混在している)のす

べてが含まれているのか，一部のデータなのか

不明で、ある。また例えば農水省の所得統計デー

タと大蔵省公表の農林漁業者の所得統計データ

を比べると明かな違いがあることも周知のこと

である。

本論では，市販されている官庁統計データを

利用して経済企画庁発表のジニ係数を試算した。

試算にあたっては，以下のような仮説を設定し

それを検証することに努めた。

(1)不平等な所得分配が存在する

(2)不平等な所得分配の是正は税制度の整備が

速効的効果がある

不平等な所得分配にたいして，経済学理論が

用意する解答は，民主主義のルールを変化させ

ることなしに，経済的効率と経済的公正性を確

保することであるが，それは，

(1)生存権や機会均等が保証されること

(2)生産的貢献度に応じた報酬を受けること

(3)所得再配分のルールを手直しすること

を骨子としている。

本論は， 1980年， 1982年， 1988年の申告所得

データを用いて，経済学理論が用意する上述の

3点の検討を行う。利用したデータは，定期間隔

になっていないが， 83年から87年までのデータ

が，ジニ係数の推計値に顕著な変化を見ること

が出来なかったからである。88年のデータには，

バブル経済の影響が出ているように見える。

2.経済的効率性と経済的公正性

2.1 経済的効率性

資本主義社会における経済的効率とは，市場

経済の効率性を意味する。市場経済の効率性と

は，静態的に定義すると次の2点を満足する必要

がある九すなわち，

1)静態的とは，熊谷 (3)によれば「資本ストックを合

めた生産資源の存在量を与えられたものとみなし，

かっこれらの資源を生産に利用するにあたっての技

術の状態をも与えられているものと想定する」とい

うことであり，所与の資源と技術は，経済的効率性

の「必要条件」と呼べよう。
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(I)生滋活動が生護性可能フロンティアょにあ

ること (技術的効塁手投) (図表1)

(2)資源配分の基準(選考基準)が，社会構成

長の欲求に合致したものであること(消費

議主催の実現)

生産j活動が生議性可能フロンティア上にある

という条件は，図表〈りが示すようにX慰Y財

の2財しか存在しない経済を考えたとき，曲線A

B上の点として定義される。たとえば点Qは所

与の資源と技術のもとで，生産可能なX財とY

財が最大量の組み合わせを実宅建することそ示し

ている o したがって，生巌性可能フロンティア

内にある点Pは，市場経撲の効率'院が保証怒れ

ているとはいわないので、あるo

第2番目め消費者支躍が実現されることという

のは，生産f生可能フロンティア上の無数の点(関

表ではA，Q， 1ミ， B) において究極的なXと

Y財のさ主義量の組み合わせか決まることと

される。すなわち，社会構成員が究擬的により

多くのX財を選好するなら試，点RでのXとY

財の生産量の組み合わせが決まるのである。こ

れら2つの条件は，経済的効率性(静態的効準性)

の「十分条件」でみる。所与の資源と技術は，

静態的効率性の F必要条件J であることは誘う

まで、もない2)。経済的効率性は，必要条件が識た

されるならば，保証されるであろうか。答は否

であるc保証されるためには，さらに次の2点が

前提とされねばならない。

(1)市場の普遍?主が確保できていること。

(お市場構造が実効競争的であること。

市場の普遍性とは財やサービスが，価格をパ

ラメーターとして，市場を通じて需給が関整さ

2 )静態的効~'/Itの反言語として激怒的効議終伎がある。こ
れは，矧滋1で、いえば，生選主性可能ブロンテ 4アが，
際点0'こl台;かつて動いたり，あるいは北双方向に拡大
していくことをいう o このような生産性可能フロン
ティアを動かす(動慾約)要関は，資本r7)議蓄積，ぞ
れにともなう投手寄進さかである。シ1 ンベーター(1)
は，これをイノベーシ習ンと名付け，経済発屋建(生
産j生可能フロンティアの北米への拡大)の原動力と
見なした。

Y 
票f

A 

号

図表1 経済的効率般

/生還i中可能7ロンチイア

x襲き

れることを意味する。また実効競争的であると

は，いわゆる市場校本労働市場)が完全競争

の状態にあり，管理価格が設建されない事や市

場を私的に操作しえないことをいう。

ではこれら2つめ経済的効率性を保証する条件

は，現実の市場で、繕保されているかどうかが検

れねばならない。当然の事であるが，

面のみとらえても， 2つの条件は，確保されてい

るとは言えない。なんとなれば，先ず「市場の

普遍性Jについて見れば，第Hこ1とまたは負の外

部効果の存症がある。つまり外部効果に対守る

対{闘が支払われていないことである。例えば，

設の外部効果を伴う「公害パ外部不経済という)

は，社会構成長に大きなマイナスを与えるもの

であるが r公寄」が錦織機講を通じて需給を決

めていないために， r{]函格が形成されないJので、

ある。繊絡が形成されないために，損害賠f震が

器類に支払われる社組みがHl)米ないのである。

いずれにしても，正や換の外部効果に対しては，

市場の普遍性が磯課されておらず，いわゆる「市

場の欠務Jが生じている。第2に，公共財の存在

が，市場の普遍性の不成立を余儀なくさせてい

る。公共財(例えば，消防，饗察のサービ

の科用については，特定癌人を排除できな

震を有しているがゆえに，公共財内需給額整は

市場を通じた価格機構によらないのである。次

の条件，市場構造が実効競争的であるか沓かは，
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先頃おこった ('91年11月の食品包装用のラップ

フィルムメーカーの)カルテル価格や管理価格

が現実に存在することから見ても否である。

現象的にみても，市場の欠落や不完全競争状

態であることは明瞭である。したがって経済的

効率性が，確保されているとは理論的に言えな

いのである。

2.2 経済的公正性

経済的公正性とは、所得分配の公正性を指す。

所得分配の大いさは、新古典派理論によれば、

市場経済機構のなかで各個人が果たす役割(生

産的貢献度)に応じてその分配率が決定される

とする。これは，限界生産力説的解釈であるが，

そこでは各個人が完全競争的な市場経済の条件

のもとでは，その生産的貢献度に応じた分配が

実現されるという期待がある。フリードマン(2)

が指摘するように，各個人の生産的貢献度に応

じた所得分配を，社会構成員(個人)の大多数

が暗黙のうちに容認しているからこそ，市場経

済全体の効率的な稼働性(Workability)が確保

され，保証されているのである九つまり所得分

配は，経済的効率性の枠組みでとらえられてお

り，経済的効率性の確保が「生産的貢献度」に

応じた「容認できる所得分配」を実現すること

になる。

では容認できる所得分配の公正性とは何か。

公正性とは，社会構成員聞での利害は一致する

が，利益の分配については，互いに(平等，不

平等という)利害が対立するとき(ロールズ (4)

はこれを社会であると定義する)ペこれを除去

するために合理的判断に基づいて，フェアな手

続きで採択したルールであるとしよう。民主主

義を基調とする資本主義社会では，このルール

が石室{呆されている。すなわち

(1)生活を営む権利の保証(生存権の保証)

(2)機会の均等

3) M. Friedman [2) p .196 

4) J.Rowls [4) p.121 

(3)生産的貢献度に応じた報酬(分配)の確保

である。これら3つのルールを公正性の支柱と考

えたとき，第3番目のものは，市場が完全競争の

状態でないとはいえ現実には確保されているよ

うに見える。例えば個人の能力に応じた賃金の

支払は，その典型的なものといえよう。では，

第1，第2番目が現実に保証されているかといえ

ば否と答えざるをえない。なんとなれば，第1番

目のものは r必要に応じた分配」が実施される

ことを原則としており，手段的には所得の再配

分(社会保障制度のような)がそれにあたるが，

税制や老齢年金制度を見ても不十分で、あるとい

えよう。

また第2番目の機会均等の原則も，資産所有の

分布が明らかに片寄って歪んで、いる現状からは，

この条件は必ずしも保証されてはいないのであ

る。したがって，第3番目のものが社会構成員聞

で容認しうる所得分配の公正性に関する価値判

断となっているといえよう。なんとなれば，貢

献度に応じた分配が実施されているかぎり，社

会的産出高に応じて個人間に分配の差異が生じ

ても，これを容認することに異論はないと考え

られ，さらにこれを公正な分配と考えることが

フェアな手続きで採択したルールに適うからで

ある。

公正性に関して，その分配が公正性を確保し

ているか否かは，その社会の価値判断に待つし

かない。新古典派理論では，この点に関して巧

みにかわし，価値判断を経済学に持ち込むこと

を妥当とせず，為政者の政策判断とした。しか

しながら経済的効率性の定義の底流には，明ら

かに「純生産量を増加させることは社会的に望

ましい」という価値命題が潜んでいる。最大多

数の最大幸福という功利主義の考え方に経済学

が立脚しているからに他ならぬ。それゆえ資源

の最適配分の実現や市場の完全性が追求されて

いるのである。そしてこの価値命題に合致しう

るのが「生産的貢献度に応じた」所得の分配で

あり，これが「唯一の」公正性を判断する基準

となることは，当然の論理的帰結である。しか
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し去jf'肢の確i呆が貢献度に!おとた所得分配だけ

でよいかというとそうではない。すでに述べた

ように民主主義のルールでは，その織謹命題と

して r人壌は平等であるj若しくは「ありたいj

を会磁に掲げている。

ここに安くて新しい所得分患のあり方の問題

が，存在するのである。この問題について

次節で展開するように統一的な方向，つまり政

策科学的な方向での議論が少なく，そのま誌が，

パレート最適を中心とした議論であることが重

要であろう。

2.3 所得分配理論の再検討

経済学が功利主義思想、に立制していること

べた。絞詩的効率性はそのことを明瞭に示して

いる。所得分配に関しでも全く同様であり r他

の人々に影響を及ぼさないかぎり，自分自身の

しへきわめて適切に行動するもので

あるJがゆえにベ資総震に応じた分譲さが各々の

個人にとっては去正性の基準となりうるのであ

る。離かに生産性可能フロンティアが北東の方

向に拡大していくことは，社会合体にとって好

ましいことであり，それによってパイの大きさ

も拡大する。これはいわゆる総計‘の概念で、ある。

…方拡大したパイそ貢献度に応じて分記する

考え方は，個人の公正性の概念であるが，社会

全体からみても議認されている。つまりここに

はパイを「どのように，誰に，どの程変J とい

う価値判断が避けられているからである o この

議壊で震関したのが，パレ…ト (1)ぞあり「パ

レ…ト最適J のもつ最も蓬要な点である。した

がって，パレ…ト最適は，生議性可能フロンテ

ィア上にある無数の点として定義され，単に「誰

一人の瀦怠をも減じることなく誰かの満足さと増

すような変化をその状態から見つけることが出

来ない，ということを保証するにすぎないjL汽

5) lbid.， ロールズによれば「善は会綴約な5者側人の

諸手せミ撃によって寸でに与えられているJp.122 

6) Ibid.，p.121-122 
7) Sen (5) p.15-16 

経詩的効率性が議成された資源配分の最終状態

を示すにすぎない。ノfレートがここにいたった

のは，価値判断を入れた論理を展開するには，

効用の可議IJ性，効用の個人臨比較という困難な

間離を留避しだからに他ならない。パ…グソン

サミ品ヱルソンは，この点を考慮した社会的

厚生関数を定義した。詳織なこの間数について

の説明は拙稿 (2)に譲るが，理論としてはとも

かく(数理的にエレ力、ントであるが)， r形式的

で無内容」で、あるへそれは社会的厚生関数の塑

(W=f(uj，u2， ・・・・， U n))や形状を

決めることは，不可能であると断定せざるを得

ないからである。

他方効用の個人間比較とその選好}I制立付けに

ついては，アロー(1)，セン (5) (揺を始めと

して展開されているが，理言金約枠組みにとどま

っており，貨幣所得の限界効用が社会撲成員間

で等しいとする理論仮説に組み込むと説得性が

欠けてくる o それゆえ「全知全能で誌を鑓えた

独裁者」による社会的な効用)1自立付けが待望さ

れ， は無複々ざるを得なくな

ってくる。

このように，現在の指紋的経済狸論のt4も戸すに

とどまれば r効来性J と「公正性J を畏主義

のルー/しのやで両立させることは自苦難である。

そこで私が椛恕したいのは，より政策科学的な

観点からのアブローチである。政策科学的アブ

ローチとは，経済政策の立場である。経涜政策

の目標は概ね，

(I)経詩的進歩(絞清成長〉の確保

(2)完全躍用の達成

(3)資源車分の最適化

(4)所得分配における公正性の確保

である。(1)ー (3)はすでに見たように「経済

的効率性」の追求であるし， (4) は「経済的公

正性」の追求である。民主主義のルー/レを認め

て，私は効議終性と公正粧を両立するために次め

ような{瓦説の設定を試みた。

き}熊谷 (2)p.31 
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(1)生存権や機会均等が保証されることは社会

的に公活性を増大させる。

(2)貢献度に応じた報畿を受けること話公正で

ある。

(3)戸長持再配分のJ¥.>-)しを手直しすることによ

って公正性は増大する。予言まし必要の判断

は，仮説(1)による。

私はこの探説を申告所詩統計を利用し，

公正性の現状を明らかにし，公iE'殺を欠く状態

(分震の不平等性)があれば，ぞれに対する致

策的手段を考察する。

3.所得分譲との尺度

3.1 レンジ

レンジは，所得分配の不平等の控室を最も単

ことのできる尺変である。すなわち平

均所符，~こ対する最高所得と最f議所雰の穫の比率

として定義する。 μを平均月号待，各楢人の所持を

Yf {i=1，.‘.. . . ，れ)とすると，

μご と 乙Y;/n (i= 1，....， n) (1) 

各人の所得の全体所得に占める割合を Pi (i 

1， . . .. ，討とすれば，

Yi=n，μPi (i=l，.....ね) (2) 

このときレンジ (R)は，次のように定義するo

R (Ma xち'i-Mi n iyJ /μ 

1， . . . .， n) (3) 

(3)は，Yiが各人とも完全に同じ

であれ'i，Rニ O'';Iたf番毘の揺人のみが全体の所

得を占めていれ沼おとなる。通常RはO<R<n

にみるoしたがってOに近いほど不平等の塾が小

さいということになろう o いま'80年， '82年， '88 

年の申告所得の階級潟分布表を使ってR

してみよう。(図義 (2)参照)

これらの分布表は，階級別に分類されている

ために，最f乱最高の所得は，階級の平均所得

(戸j) を用いる。

pj= Yj/M 、‘a
，，，
epm

 

旬

E
A (4) 

Eうはj番目の摺級の総所得金額を表し，M'まJ

番毘の階級に繍する申告高得者数を表すや '80年

における最議所得 (Minjpj)は， 42.4万円であ

り，最高所得 (M似ぷj) ，ネ 7，920nrJとなる。

また全階識の平均所得の平均 {μ) は，

μ二に2:p)m 1，... .， m) (5) 

m，ま階級の数，割弱した分布表で;まm口 14で表

され， μは1，314万円となる。

R= (7，920-42.4) /1，314=5.995 

それぞれの年度について， Rの計算を行った結

果はヲ図表 3の通りであるo これらの数値につ

いて，主観的な評価をすると「年々不平等な分

認さ度が高まっているJ程麗の判断しか下せない。

なんとなれば，レンジはデータの散らばり具合

を表す統計量ではあるが，最高と議誌の磁端と

も言える2つの数値の禁でやj訴することになるか

らである o つまり，関表 2の分布表でいえば，

50万丹以…1:::5，000万持以下の中聞の階級の所得

分布を全く無視しているからである α したがっ

て，レンジを所得分配の尺度として取り扱うの

は詞舗がある。

3.2 組対平均偏差

最高，長室誌の所得の差をもって評価するので

なく，分布の全体を考慮して，不平等の程度を

見るのが平均綴遂である。平均鑑差 (M.D) 

は，次のように定義される。

M'D="i， I μ-Yi I /leもμ 1， . . . . ，n) (6) 
Z思 1

すなわち:;p必J所得 (μ) と苦手掛人の所得 (Yi)の

翠の絶対髄を総ぎ十し，その値が総所得(叩)に

対してどのような割合になるか合見ょうとする

もので、ある。題表 2~利用して申告所得のM'

D会党てみよう oRの算出と問様にして， '80年度，

'82， '88年疫について計算する。ただし，Yiの代
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図表 2 1980， 82， 88年申告所得階級分布表

所得階級
1 9 8 0 

所得者 (千人) % 相対度数 所得金額(億円)

50万円以下 129 2.171 2.171 547 

70 233 3.921 6.092 1，432 

100 490 8.246 14.339 4，224 

150 1，020 17.166 31.505 12，905 

200 941 15.836 47.341 16，495 

300 1，137 19.135 66.476 27，920 

400 596 10.030 76.506 20，671 

500 357 6.008 82.514 15，987 

700 376 6.328 88.842 22，138 

1000 279 4.695 93.538 23，332 

2000 260 4.376 97.913 35，613 

3000 65 1.094 99.007 15，741 

5000 41 0.690 99.697 15，258 

5000万円超 18 0.303 100.000 14，256 
メ日入 計 5，942 100.000 226，519 

o主) 合計金額の%が100にならないのは、億円単位の数値でまとめて公表しており
誤差が出ている。

所得階級
1 9 8 2 

所得者 (千人) % 相対度数 所得金額(億円)

50万円以下 127 1.930 1.930 520 

70 244 3.707 5.637 1，470 

100 520 7.900 13.537 4，430 

150 1，095 16.636 30.173 13，620 

200 1，051 15.968 46.141 18，200 

300 1，270 19.295 65.436 32，010 

400 662 10.058 75.494 22，390 

500 398 6.047 81. 541 17，290 

700 433 6.579 88.119 25，040 

1000 340 5.166 93.285 28，900 

2000 300 4.558 97.843 40，430 

3000 73 1.109 98.952 17，570 

5000 47 0.714 99.666 17，550 

5000万円超 22 0.334 100目。。。 18，720 
メ口入 言十 6，582 100.000 258，140 

所得階級
1 9 8 8 

所得者 (千人) % 相対度数 所得金額(億円)

50万円以下 91 1.170 1目170 390 

70 188 2.416 3.586 1，140 

100 357 4.589 8.175 3，240 

150 882 11. 337 19.512 11，160 

200 1，078 13.856 33.368 18，900 

300 1，697 21.812 55目180 41，840 

400 993 12.763 67.943 34，390 

500 625 8.033 75.977 27，940 

700 693 8.907 84.884 40，800 

1000 466 5.990 90.874 38，700 

2000 458 5.887 96目761 62，330 

3000 111 1.427 98.188 26，990 

5000 79 1.015 99.203 30.140 

5000万円超 62 0.797 100.000 70，910 
ρι」、 計 7，780 100.000 Iー 408，870 

41-4 

% 相対度数

0.241 0.241 

0.632 0.874 

1.865 2.738 

0.057 2.795 

7.282 10.077 

12.326 22.403 

9.126 31.529 

7.058 38.586 

9.773 48.359 

10.300 58.660 

15.722 74.381 

6.949 81. 331 

6.736 88，066 

6.294 94.360 

94目360

% 相対度数

0.201 。目201

0.569 0.771 

1. 716 2.487 

0.053 2.540 

7.050 9.590 

12.400 21. 990 

8.674 30.664 

6.698 37.362 

9.700 47.062 

11.195 58.258 

15.662 73.920 

6.806 80.726 

6.799 87，525 

7.252 94.777 

L 94目777

% 相対度数

0.095 0.095 

0.279 0.374 

0.792 1.167 

2.729 3.896 

4.622 8.519 

10.233 18.752 

8.411 27.163 

6.833 33.996 

9.979 43.975 

9.465 53.440 

15.244 68.684 

6.601 75.286 

7.372 82，657 

17.343 100.000 

100.000 
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図表 3 レンジの計算

年 度 8 0 8 2 8 8 

最低所得 (Min) 42.400 40.900 42.900 

最両所得 (Max) 7，920.000 8，509.000 11，437.000 

平均所得 (μ) 1，314.000 1，352.000 1，571.000 

レンジ (R) 5.995 6.445 8.671 

u主)単位は万円(ロータス 1232.2J利用)

わりに忌=Yj/NjC=l，....， m)をもちいる。

そうすると

M.D=玄 |μ-J1jI /mμ (j = 1， . . . . ，m) (7) 

となる o 計算結果は次の通りである。

図表4 相対平均偏差の計算

年 度 8 0 8 2 8 8 

平均所得 (μ) 1314 1352 1571 

最高所得 (nμ) 18396 18928 21994 

絶対値の総和 20360 21183 25926 

M.D 1.1067623396 1.119135672 1.1787760298 
」一一一一一一ー一一

(注)単位は万円(ロータス 1232.2J利用)

M.Dは， '80年が1.107，'88年が1.179と大き

くなってきていることが分かる。所得分配が完

全平等であれば，M.D=Oとなることは当然で、

ある。またただ一人の個人に全所得が分配され

るときは，M.D=2 (n-l) /n，本論では

M. D=2 (m-l) / mで定義されるが，この

とき'80年度では， 1.857となる。したがって計算

結果からみて，これらの値が年々に大きくなっ

てきているということは，少数の所得階級への

分配の比重が高まっていることを示していると

いえる。具体的には，分布表'80年度のケースで

は， 1，000万円を越える所得者数が全体の6.5%

にすぎないのに，所得金額では全体の35.7%を

占めているからである o '88年度のケースでは，

さらにこれが拡大され， 1，000万円を越える所得

者数が全体の9.1%にすぎないのに，所得金額で

は全体の46.6%を占めるようになった。しかし

M.Dは分配の尺度として決定的な難点がある。

それは，平均所得(事例では'80年度1，314万円，

'82年度1，352万円， '88年度1，571万円)より以下

の階級聞の所得移転，あるいは平均所得以上の

所得階級間でのそれは，このM.Dの値に何等

影響を及ぽさないので、ある。事例では， 1，000万

円以下の階級での相対的富者から相対的賞者へ

の所得移転(逆の移転も同じ)，同様に1，000万

円以上のそうした所得移転もM ・Dの値は不変

となる o この意味では，M.Dは不平等性を示

す尺度としては，不備で、あるといえよう。

3.3 分散

平均所得からの差をM.D以上に強調しよう

とするのが分散である。平均所得からめ差を2乗

するためにその差が小さくても非常に強調され

る。そのため前述したような所得移転も分散を

小さくする方向に働くので，不平等の程度が減

少する。分散は周知のように次のように定義さ

れる。

v=:z(μ-yy/η (i=l，....， n) (8) 

前述と同様にして，事例に合わせて書き換える

と，

m
 

司
E
よ一一

-
q
J
 

m
 

/
 

一μ'μ
 

n
す
ん
『
一
円

一一V
 

(9) 

図表5に示すように，標準偏差に修正すると，

'80年度， '82年度， '88年度のそれぞれの値は，

図表 5 分散の計算
(単位:万円)

2，098.4万円， 2，233.4万円， 2，928.0万円となり，

年度を追う毎にバラツキが大きくなってきてい

ることが分かる。このことは，所得格差が年度

毎に拡大してきていることを意味する。
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3.4 ジニ係数

ジニ係数 (G)は，ジニ(1]が提示した不平

等性を表示するのに広く用いられているもので

ある。通常はローレンツ曲線を利用してジニ係

数は算出される。図表6は，図表 2分布表をロ

ーレンツ曲線に直したものである。

完全平等分布線は，45度の対角線で示される。

この45度線は，人口の比に所得の比が正比例す

ることが，所得分配に関しては平等で、あること

を意味している。つまり公正性が確保されてい

る状態を表しているといってよい。ジニ係数は，

完全平等分布線下の三角形の面積に占めるロー

レンツ曲線と三角形との聞きの部分の比率と定

義される。したがって，ジニ係数が小さいほど

不平等性は低いとされる。ジニ係数は「ちょう

ど相対平均差の半分」で、あるからへ次のように

定義される。

G=ム/2μ

ただし， 6=--土ーヱま IYi一九 I(叩)
n(n-l) i"':1戸1

簡単にすると，

G=l一(1/η2μ)ヱヱMin(Yi，ル)

=1+ (l/n)一(2/η2μ) [Yl十2Y2+・・・十η:YnJ

たfごし， Y1>Y2>・・・>Y nで、ある。

各年度のジニ係数は，図表?の通りである。

それぞれ， 0.6869， 0.6955， 0.7256となったが，

申告所得者間には大きな所得格差(不平等性)

があることを示し，その格差が年々拡大してい

るという結果になった。しかしこの結果とは対

照的なジニ係数が， '75年に経済企画庁(5)から

発表されたデータがある。本稿の「はじめに」

で述べたように，経済企画庁の発表では， '60年

に比べて'70年には0.05ポイント低下しており，

所得分配の平等度が進んで、来ている。そしてそ

9) S巴n op. cit.， p. 48 

図表 6 年度別申告所得のローレンツ曲線

100 

90 

80 

701-

申 60
全七
日

戸庁 50 
得

額 40
(%) 

30 

20 

10 

0 

図表 7 ジニ係数

年 度

平均所得

ジニ係数

(注1) 平均所得:万円

(注 2) 60， 70年度は経済企画庁の発表

90 100 

の値も， 0.25と私の試算値とは大きな隔たりを

見せている。この大きな隔たりは，所得データ

の違いによるところが大きいと考えられるが，

(私のジニ係数の算出には，申告所得者以外は

含まれていない)研究者が利用できる市販され

ているデータは，各監督官庁が公表している，

いわゆる官庁統計データのみであり，特殊な場

合を除き原データや公表されないデータを利用

することは出来ない。したがって，現行の制度

上個々人の所得データ(例えば源泉徴収所得者，

農林漁業所得者など)は r国税庁統計年報書」

に見られるように，源泉徴収者の所得階級別の

人員など発表されておらず，研究者の分析には

耐えられない。こうした状況が存在する以上，

経済企画庁の発表データとの差を説明すること

は，大変困難で、ある o しかし，いずれにしても

私のジニ係数の試算値は，異常値である。入手

できた少ない情報の範囲内で説明するとすれば，
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これは，相対的に低所得階級に属している人の

多くが税務対策上過少の所得を申告しているの

かどうか(例えL:f， '80年度においては，所得200

万円以下の申告者の累計は全体の47.3%にも達

している)，市販されている統計データの利用者

にとって，それを知ることは困要住である。

このようにジニ係数は I所得格差についての

きわめて直接的な尺度である」という点で川，こ

れまであげてきた不平等を説明する尺度として

は，説明力があるように考えられる。ただジニ

係数の値をどう見て，どう評価し，経済的公正

性の確保とその達成に活かすかが，政策科学の

課題であると考える。

4.仮説の検討と政策課題

4.1 仮説の検討

〔仮説 1J 

生存権や機会均等の保証は，具体的には所得

再分配の推進をいう。しかし社会保障の充実が

公正性の増大，つまりジニ係数が小さくなるか

どうか検討する必要がある。実際にジニ係数が

小さくなれば，この〔仮説1]にたいしては，

民主主義のルールであるし，ロールズ流に表現

すれば Iこれは正義であり善である」に違いな

いから I国民レベル」で、は，容認されうるに違

いない。ただ問題であるのは Iどの所得者から

社会保障のために税を徴収したら良いか」とい

うことであり，これは政策決定者にその徴収手

段とともに委ねなければならない。政策科学的

考察は，所得移転の効果(公正性の増大)に注

目すべきであろう。そうでなければ，理論的に

はアロー(1Jが提起したように選好順位付けの

問題に直面することになる。

簡単化のために， '80年度のデータを利用して，

平均所得(1，314万円)を越える所得階級から平

均所得以下の階級への所得移転を考えてみる。

非常に単純に平均所得が100万円以下の階級には

10) Ibid.， p.48 

図表 8 '80年度データによる申告所得再配分

再配分前 再配分後

階級別平均所得ウェート 移転所得 ウェート 階級別平均所得

I 42.4 11 +200 5.717 242.4 

2 6l.5 11 +200 4.252 261.5 

3 86.2 1 十200 3.320 286.2 

4 126.5 11 +170 2.344 296.5 

5 175.3 11 +170 1.970 345.3 

6 245.6 11 +120 1.489 365.6 

7 346.8 11 + 100 l.288 446.8 

8 447.8 1 +70 1.156 517.8 

9 588.8 1 +20 1.034 608.8 

10 836.3 1 +5 1.006 84l.3 

11 1，369.7 1 -15 0.989 1，354.7 

12 2，42l. 7 1 -100 0.959 2.321目7

13 3，72l.5 1 -310 0.917 3，41l.5 

14 7，620.0 1 -830 0.895 7，090.0 

平均所得 1，314 1，314 

(注1) 所得単位:万円

(注 2) 階級平均所得=階級所得/階級所得者数

200万円， 100万円以上200万円以下には170万円，

以下所得階級に応じて120万円， 100万円， 70万

円， 20万円， 5万円が移転されると考える。一方

平均所得以上の所得階級からは，それぞれ15万

円， 100万円， 310万円， 830万円を移転すると考

える(その手段は問わない)。移転所得とそのウ

ェート，移転後の平均所得を示したものが図表

8である。

ジニ係数を計算すると，再配分前の0.6869か

ら0.5931になり，社会的に公正性は増大するこ

とになる。

〔仮説2J 

貢献度に応じた報酬を受け取ることは，公正

であることに異論の余地はないだろう。しかし

異論の余地を完全に消し去るには，次の条件を

満たす限りにおいてであろう。すなわち

(1)稼得所得のみで個人の所得が構成される

こと。

(2)利子所得，配当所得，資産所得は，貢献
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度に応じた報酬に含めないこと。つまり

財産所得のような，個人の存命中に得た

所得のうち，消費しえなかった残存所得

を他の個人が相続することによって発生

する所得(利子，配当等)は合めない。

この2つの条件が，現実に満たされうるかとい

うと否というべき他ない。そのために次の仮説

を加えたので、ある。

〔仮説 3) 

税制をかえることによって，公正性は増大す

ると考えたい。周知のように，所得税は，源泉

所得税と申告所得税があり，個人に関わる直接

税として相続税がある。利子所得や配当所得そ

して給与所得及ぴ相続資産についての租税は，

源泉所得であるから，おおよそ完全に徴収され

ていると考えてよいだろう。たとえ，累進課税

率の大きさに再考の余地を残していてもである。

やっかいなのは，申告所得である。所得再配分

表である囲表 8で見るように，申告所得額のレ

ンジは大変大きい。申告所得者には，営業所得

者，農業所得者，その他の事業所得者，そして

その他(給与所得者，資産所得者，譲渡山林等

所得者)が含まれる。例えば'80年度営業所得者

の平均所得は，約211万円，農業のそれは約174

万円，その他の事業所得者が約547万円，そして

その他が約482万円となっている 1九また申告所

得者でかつ源泉所得税の対象となった人の割合

は，それぞれ概算で7.7%，10.4%， 40.9%， 70. 

7%である。これらをみると，営業，農業所得者

の約90%以上が r個人の自由裁量に任せた」申

告された所得となっている。私が指摘したいの

は，これらの所得者が申告した所得が，給与所

得と同じ厳密さで算出されたかどうかである o

例えば，農業所得者の'78年度についてみると，

国税庁の調査では，概算の年平均所得が162万円

(4，376億円/270千人)であるのに対し，農水

省の調査(標本調査)では，給与所得者との比

較のために財産的収入約437万円を差し号|いても，

11)国税庁 [5l より試算

645万円(平均1，082万円-437万円)となる 12)。

申告所得と標本調査による年収入との聞きは，

483万円である。どちらが真の所得に近いか断定

はできないが，所得の申告あるいは調査に対し，

農業所得者の税に対する特別な意識が働いたの

ではないかと推測される。このように源泉所得

者の所得と申告所得者のそれとは，税制度から

いっても徴収基準(強制徴収と申告徴収)が違

っている。徴収基準の手直し(一本化)が経済

的公正性を増大させることは， (仮説1)と同様

にいえる(申告所得者が〔仮説1)に適う申告

をすれば，ジニ係数はもっと小さくなるはずで、

ある)0いま一つの所得再配分のルールを手直し

することによって〔仮説 1)を実現するには，

累進課税率の大きさの変更が最も速効性のある

手段である。

例えば， 1千万円以上2千万円以下の平均税率

は， 23.3%， 3千万円以上5千万円以下が33.1%，

5千万円以上が41%となっている問。これらの平

均税率をより累進的にすれば，これまた〔仮説

1)のように公正性を増大させうる。

4. 2 政策課題(あとがきに代えて)

本稿では，所得分配に関する公正性の問題に

焦点を絞った。その公正|生の確保(不平等の是

正)は，経済政策の重要な柱の一つで、あり，民

主主義ルールを遵守する立場(功利主義を善と

すれば)からも追求されねばならない。

貢献度による報酬の確保と生存権と機会均等

の確保が，公正性の増大につながることは論じ

てきたとおりである。社会構成員は、経済的弱

者と強者から成っている。最大多数の最大幸福

を是とするならば，強者から弱者への所得移転

は，これを善としなければならない。所得の格

差を生み出す第1のものは r資産分布の不平等」

にある。第2に，資産用役価格の不均等が存在す

ることによる 14)。しかしこれらは，民主主義ルー

12)農林水産省 [7lより算出

13)国税庁 opcit. ， 

14)資産分布の不均等，資産用役価格の不均等について
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ルの大幅な変更と個人能力に全く差がなく用役

価格は何人も同じとし寸条件を容認せねば，解

消しえないのである。

そこで私が公正性の増大のために提起したい

のは，次のことである。

(1) 資産分布，資産用役価格の不均等の存

在は，容認する代わりに，所得分配「結

果の補正J (例えば課税による再配分)を

強める。内田(1]によれば， 1970年の「所

得税及ぴ社会保険による再分配効果を併

せて考えると，ジニー係数の低下は0.04

-0.05に達する J15)。

(2) 再配分効果を高めるために所得保証や

マイナス所得税構想、を導入する。これは，

課税所得に到達しない所得階級への生存

権，機会均等の確保である。

(3) しかし，生存権，機会均等のみの評価

による再配分の実施は f" 貧困の平等"

が生ずることは必至であろう」から 1ベ経

済的効率性の増大の要因である「貢献度

に応じた報酬」を受ける権利は，常に確

保されるべきであろう。

最後に，経済的効率性と公正性は，両者とも

不可欠であり，どちらか一方で、も欠けたら民主

主義のルールが崩れる。政策担当者は，この両

者にどのようなウェイトをつけるかが課題であ

る。ウェイトをつけるには，所得の実態が正確

に把握されることが極めて重要で、ある。この意

味では，現行の所得に関する公表された官庁統

計は，不備としかいいようがないl九特に，前述

したように国税庁と農水省が公表した農業所得

者のデータが，大きく異なっているなど，縦割

り行政の弊害もその一因とみるべきであろう。

いずれにしても「どの程度，どの階級が不平等

は拙稿 (2)p.57-58を参照されたい。

15)内田 (1) p. 9 

16)熊谷 (2) p.304-305 

17)内田(1)も同じ指摘をしている。入手し得るデータ

で計算した私のジニ係数と経済企画庁が公表した値

を比較すれば一目瞭然であろう。

である」という事実の上にたつ政策が実施され

ねばならない。そのためにも所得統計データの

早急な整備が望まれる。
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